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1．調査の目的

新型インフルエンザは、毎年流行を繰り返してきたインフルエンザウイルスとはウイルスの抗
原性が大きく異なる新型のウイルスが出現することにより、およそ10年から40年の周期で発生
している。ほとんどの人が新型のウイルスに対する免疫を獲得していないため、新型インフル
エンザ等が発生すると、世界的な大流行(パンデミック)となり、大きな健康被害とこれに伴う
社会的影響をもたらすことが懸念されている。

このため、病原性の高い新型インフルエンザ等が発生し、まん延する場合の備えとして、新型
インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下｢特措法｣という。)が施行(平成25
年4月13日)され、新型インフルエンザ等対策政府行動計画(平成25年6月7日 閣議決定。以下｢政
府行動計画｣という。)が策定された。

こうした中、医療の提供や国民生活・国民経済の安定を確保するため、事業者においては、特
措法に基づく特定接種の登録手続きの際に、業務継続計画を作成することが求められており、
作成にあたっての基礎的な項目等について、新型インフルエンザ等対策ガイドライン(平成25
年6月26日 新型インフルエンザ等及び鳥インフルエンザ等に関する関係省庁対策会議決定。以
下｢ガイドライン｣という。)中、｢事業者・職場における新型インフルエンザ等対策ガイドラ
イン｣において示されているところである。

しかしながら、事業者の作成した業務継続計画の記載内容にはバラつきがあることから、その
内容について詳細な調査・分析を実施し、業種ごとに共通している事項等の抽出・整理を行う
ほか、好事例を収集し、事業者にフィードバックを行うことで、事業者における業務継続計画
を含めた体制の整備・見直しに寄与することから、わが国における新型インフルエンザ等対策
の向上に資するものである。

Ⅰ．調査概要
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２．調査・分析対象

特定接種の登録申請を行った事業者のうち、政府行動計画の別添｢特定接種の対象となり得る
業種・職務について｣中、｢B 国民生活・国民経済安定分野｣の｢業種小分類｣に該当する70業種
から｢業務継続計画書｣の提出があった141事業者。
※1業種3社からの収集を目安としたが業種により前後した。(灰色は収集数が0で対象外/水色は本報告書でまとめた業種)

Ⅰ．調査概要
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NO 章NO 業種小分類 企業数 業種 担当省庁 NO 章NO 業種小分類 企業数 業種 担当省庁 NO 章NO 業種小分類 企業数 業種 担当省庁

9 1 救護施設 3 27 固定電気通信業 1 52 31 石油精製業 3
石油製品・石炭製品

製造業

8 障害児入所支援施設 3 28 移動電気通信業 2 53 32 熱供給業 3 熱供給業

7 障害者支援施設 3 29 15 鉄道業 3 鉄道業 国土交通省 54 33 各種食料品小売業 3

6 障害福祉サービス事業 3 30 16 電気業 3 電気業 経済産業省 55 34 食料品スーパー 3

1 3 介護保険施設 3 36 郵便 1 郵便業 総務省 56 コンビニエンスストア 1 経済産業省

5 有料老人ホーム 0 31 一般貨物自動車運送業 2 道路貨物運送業 国土交通省 57 百貨店・総合スーパー 1 各種商品小売業 経済産業省

4 老人福祉施設 0 32 18 一般乗合旅客自動車運送業 2 60 パン・菓子製造業 2

3
指定地域密着型サービ

ス事業
0 33 患者等搬送事業 0 62 冷凍食品製造業 1

2 指定居宅サービス事業 0 34 公共放送業 1 63 めん類製造業 3

10 児童福祉施設 0 35 民間放送業 4 58 37
缶詰・農産保存食料品

製造業
2

11 4 医薬品卸売販売業 5
医薬品・化粧品等卸

売業
厚生労働省 37 20 新聞業 2

映像・音声・文字情報

制作業
経済産業省 59 38 精穀・製粉業 3

12 5 医薬品製造販売業 3 38 21 銀行 3 金融庁 61 39 レトルト食品製造業 3

13 6 医薬品製造業 3 39 22 中小企業等金融業 3
経済産業省

金融庁
64

処理牛乳・乳飲料製造

業
0

14 7 医療機器修理業 3 医療機器修理業 厚生労働省 40 23 農林水産金融業 3 農林水産省 65 40 食料・飲料卸売業 3

15 医療機器販売業 1 医療機器販売業 厚生労働省 41 24 政府関係金融機関 3
財務省

内閣府
66 41 卸売市場関係者 2

16 医療機器賃貸業 3 医療機器賃貸業 厚生労働省 42 25 河川管理・用水供給業 2
河川管理・用水供給

業
国土交通省 67 42

燃料小売業（ＬＰガス、ガ

ソリンスタンド）
3 石油事業者 経済産業省

17 9 医療機器製造販売業 3 43 26 工業用水道業 3 工業用水道業 経済産業省 68 43 火葬・墓地管理業 3 厚生労働省

18 10 医療機器製造業 3
44_

1-2
27

下水道処理施設維持管理業

下水道管路施設維持管理業
3 下水道業 国土交通省 69 冠婚葬祭業 0 経済産業省

19 11 ガス業 3 ガス業 経済産業省 45 28 上水道業 3 上水道業 厚生労働省 71 44 産業廃棄物処理業 3 廃棄物処理業 環境省

21 空港機能施設事業 1 空港管理者 国土交通省 46 全国銀行資金決済ネットワーク 1

22 航空運送業 1 航空運輸業 国土交通省 47 金融決済システム 1

23 外航海運業 48 金融商品取引等 1

24 沿海海運業 49 金融商品取引清算機関 1

25 内陸水運業 50 振替機関 1

26 船舶貸渡業 51 30 石油卸売業 3 石油・鉱物卸売業 経済産業省

35

医薬品製造業 厚生労働省

8

医療機器製造業 厚生労働省
その他の生活関連

サービス業

飲食料品卸売業

12

29 金融証券決済事業者 金融庁

13 3 水運業 国土交通省

農林水産省

社会保険・社会福祉・

介護事業
厚生労働省

2

銀行業

農林水産省

経済産業省

飲食料品小売業

農林水産省

17

道路旅客運送業 国土交通省

36

食料品製造業

14 通信業 総務省

19 放送業 総務省



３．業務継続計画の収集

所管省庁を通じて、内閣官房新型インフルエンザ等対策室が業務継続計画を収集した。

４．業務継続計画の調査・分析

｢事業者・職場における新型インフルエンザ等対策ガイドライン｣において示された業務継続計画
策定にあたっての基礎的な事項等を踏まえ、以下の点を調査・分析する。

(1)以下の①～⑦の項目について、｢業種小分類｣の業種ごとに共通しているもの(又は共通化する
ことが望ましいもの)を抽出する。

(2)業務継続計画の内容充実に寄与すると考えられる好事例を整理し取りまとめる。

①新型インフルエンザ等発生時において、自分たちの業務に影響を及ぼす他事業者のサービス
や業務、社会状況について

②新型インフルエンザ等対策の体制(事業継続に関する意思決定体制、情報収集・共有体制等)

③平時及び発生時における感染対策

④関係事業者等との連携

⑤新型インフルエンザ等発生時における継続業務及び縮小業務並びにそれらの業務内容及び従
業員数(全従業員に占める割合(%)やその考え方を含む。)

⑥新型インフルエンザ等の発生段階に応じた人員計画(従業員の勤務体制、通勤方法等)

⑦従業員に対する教育・訓練

※業種小分類の中でも、内容に大きな差異がない業種については、適宜まとめる

Ⅰ．調査概要
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５．ヒアリング調査

5件のヒアリング調査(面談法による詳細インタビュー)を実施した。
※別途、ヒアリング調査の代わりにアンケート調査を1件実施した。

６．調査・分析期間

2017年10月17日～2018年2月28日

Ⅰ．調査概要
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対象業種 調査方法 対象数
医療機器販売業 ヒアリング調査 1
一般乗合旅客自動車運送業 ヒアリング調査 1
外航海運業 ヒアリング調査 1
上水道業 ヒアリング調査 1
石油卸売業 ヒアリング調査 1
銀行業 アンケート調査 1



 発生段階ごとに、対応主体(誰が)、対応事項(何をするか)として｢対策｣等が記述されている。

1.対応主体(誰が)→担当者/代行者を記述

2.対応事項(何をするか)→項目(情報収集/感染予防/業務継続/等)とその具体的業務を記述

 感染対策についても発生段階ごと、業務ごとに対策が詳細に記述されている。

 継続･縮小業務が4段階(A.継続/B.新規/C.減らす/D.休止･延期)に、詳細かつ明確に定義されており、担当も記述
されている。

 職員や関係先の連絡先リスト、備蓄品リスト、体調･検温チェックリスト、感染者管理リスト等多くのリストが
整備されている。

Ⅱ-1．救護施設
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Ⅱ-2．障害者関連業種(障害福祉サービス事業/障害者支援施設/障害児入所支援施設)

障害者関連の3業種計9施設中5施設が前節の｢Ⅱ-1.救護施設｣と共通のフォーマットのBCPを使用して
おり、共通性が高いので｢障害者関連業種｣としてまとめる。
｢障害者関連3業種｣のBCPの特徴と共通点は以下の通りである。

 8施設は新型インフルエンザ等に対する専用のBCPで、全体的に詳細に記述されている。
1施設だけは地震等と兼用のBCPであり、詳細な記述はなく、新型インフルエンザ等対策に十分即していない。

 地震兼用BCP以外の8施設で、発生段階に応じた感染対策が詳細に記述されている。

 7施設で継続業務、縮小業務の明確な定義と分類がある。

｢救護施設｣の3施設とも共通のフォーマットのBCPを使用している。このBCPは｢救護施設｣も含めて
大きくは｢社会保険･社会福祉･介護事業｣で括られる15施設中9施設で使用されており、この業種にお
けるBCPの共通性は高い。｢救護施設｣3施設のBCPの特徴と共通点は以下の通りである。



Ⅱ-4．医薬品卸売販売業

Ⅱ-3．介護保険施設
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｢医薬品卸売販売業｣5社のBCPは内容的にかなり異なっており、共通性は低い。

 ｢医薬品卸売販売業｣5社のBCPは内容的にかなり異なっており、以下の特徴がある。

 1社は病院向けの｢大規模災害時の医薬品供給態勢｣であり、通常のBCPとは異なる。他｢本部対応BCP｣として
主に感染対策が記述されているものが別冊であるが、記述量は少ない。

 1社はA4横サイズのプレゼンテ―ション用資料で、詳細はあまり記述されていない。

 1社のBCPは5ページと短く、別紙で政府行動計画の被害想定と感染防止対策が添付されている。

 1社は感染対策も含めて発生段階別の記述はなく、｢従業員の出勤に伴う事業所での健康チェック｣｢感染疑い
者への対応｣｢事業所内への立ち入り制限について｣等すべてが項目別に記述されている。感染対策は職場での
対策中心で、手洗い等の個人的対策はほとんどない。

3施設中2施設が共通のフォーマットのBCPを使用している。
ただし異なっている1施設のBCPは前節の｢Ⅱ-1.救護施設｣のBCPと同様のものであり、大きな括りで
ある｢社会保険･社会福祉･介護施設｣でみると、BCPの共通性は高い。｢介護保険施設｣3施設のBCPの特
徴と共通点は以下の通りである。

 3施設とも感染対策については、業務ごとに対策が詳しく記述されている。

 3施設とも継続･縮小業務が明確に定義されており、担当も記述されている。



Ⅱ-5．医薬品製造販売業
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Ⅱ-6．医薬品製造業

｢医薬品製造業｣のBCPは内容的にも記述方法もかなり異なっており、共通性は低い。
特に1社は拠点ごとの対応策をまとめて全社としてのBCPを作成する途中段階のもののようであり、
現状としては対策本部も拠点ごとに設置されるようである。

 内容的にかなり異なっており、以下の特徴がある。

 1社は拠点ごとでの対応である。

 1社はBCP(業務継続計画)以外に多くの別紙と｢新型インフルエンザの予防と対策(従業員ハンドブック)｣がある。

 1社はA4横サイズで比較的簡単にまとめられている。内容的には、重要業務は｢物流在庫を管理することで
コントロールできる｣としている点が特徴である。

 関係業者との連携や人員配置や教育･訓練等は、3社とも具体的な記述がない。

｢医薬品製造販売業｣3社のBCPは内容的にかなり異なっており、共通性は低い。

 ｢医薬品製造販売業｣3社のBCPは内容的にかなり異なっており、以下の特徴がある。

 1社は主に地震等想定の｢事業継続計画｣と新型インフルエンザ等対応の｢パンデミック編｣がある。

 1社は発生段階別に対応策や行動基準が主に表としてまとめられている。他にも｢対策本部フロー｣として対策
本部の役割を図で示したり、継続業務一覧表のように全体的にコンパクトに表でまとめられたりしている。

 1社は記述量が少なく、内容も項目別に方針を記述している程度となっている。

 3社とも部署別といったほどではないが、継続業務の内容は比較的詳細に記述されている。

 3社とも人員配置(必要数)の具体的記述はない。



Ⅱ-7．医療機器修理業
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Ⅱ-8．医療機器販売業/医療機器賃貸業

｢医療機器賃貸業｣3社中2社がほぼ同じ内容のBCPとなっている。2社中1社では｢海外発生期以降の具
体的行動｣や｢個人行動(感染対策)｣等が付け加えられている。またヒアリング調査を実施した｢医療機
器販売業｣は1社しかないため、ここでまとめる。

｢医療機器修理業｣3社のBCPは内容的にかなり異なっており、共通性は低い。

 ｢医療機器修理業｣3社のBCPは内容的にかなり異なっており、以下の特徴がある。

 1社は感染対策中心の記述である。

 1社は地震等との兼用で、新型インフルエンザ等に対しては体制中心の記述で、感染対策や継続業務等は
ほとんど記述されていない。

 1社はA4 サイズ1枚の｢ワクチン接種計画｣だけである。
(ヒアリング調査依頼時に、新型インフルエンザ等に関するBCPは現在改訂中とのコメントあり)

 全体的に記述量が少ない。

 2社で対策本部、チームが設置されるが、1社ではこのような組織対応ではなく、責任者の個人対応のようである。

 2社で業界での｢新型インフルエンザ等対策検討会｣に参画とある。

 2社で継続業務の考え方やその内容に関する記述はない。

 1社だけ業務分類の基準はあるが、具体的な業務は記述されていない。

 ヒアリング調査の1社は新型インフルエンザ等に対しては｢感染症対策マニュアル｣で対応するが、その内容は
感染対策中心である。｢業務継続｣や｢体制｣は別冊の地震等との兼用BCPで対応となっている。

 ヒアリング調査では、この業種、業界は新型インフルエンザ等に限らず地震等の緊急時には、隣接地域が
支援し製品の供給や物流を確保することになっており、｢業界団体(協会)｣が主導する体制が構築されている。
自治体との協定も｢業界団体(協会)｣が結んでいる。この体制は、東日本大震災の経験を基に東北地方から
始まり、現在は日本全体に広まっている。



Ⅱ-9．医療機器製造販売業
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Ⅱ-10．医療機器製造業

｢医療機器製造業｣3社のBCPは内容的にかなり異なっており、共通性は低い。

｢医療機器製造販売業｣3社のBCPは内容的にかなり異なっており、共通性は低い。

 ｢医療機器製造販売業｣3社のBCPは内容的にかなり異なっており、以下の特徴がある。

 1社は発生段階別の対応が簡単に記述されたA3サイズの表1ページで記述量は少ない。

 1社は方針だけが記述されたA4サイズ2ページだけのもので記述量は少ない。

 1社は地震等との兼用であり、新型インフルエンザ等に十分即していない。

 全体的に記述量が少ない。

 ｢医療機器製造業｣3社のBCPは内容的にかなり異なっており、以下の特徴がある。

 1社は｢グループ全体の対策計画書｣で政府の対応状況や全社での対策がまとめられている。他に別冊で各事業、
工場ごとに｢業務継続･縮小要領｣があり、継続業務の一覧や人員計画が詳細に記述されている。すべてを合計
すると、記述量はかなり多くなる。

 1社はB6サイズより少し小さい｢防災危機管理ハンドブック｣であり、自然災害全般と海外危機管理(勤務/出張
/渡航)に新型インフルエンザ等対策も盛り込まれており、記述量はかなり多い。

 1社は｢事業継続基本計画書｣｢事業継続計画書(地震編)｣｢事業継続計画書(新型インフルエンザ編)｣の3編で、新
型インフルエンザ編は主に対応内容のチェックリストとなっている。

 全体的に記述量が多い。



Ⅱ-11．ガス業
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Ⅱ-12．空港機能施設事業/航空運輸業

｢空港機能施設事業｣と｢航空運送業｣はそれぞれ1社ずつと対象数が少なく、また記述量も少ないため、
まとめて記述する。それぞれのBCPの特徴は以下の通りである。

｢ガス業｣3社のBCPは、共通性が比較的高い。｢ガス業｣3社のBCPの特徴と共通点は以下の通りである。

 ｢ガス業｣業務に大きな違いがないためと思われるが、3社のBCPの内容は共通性が比較的高い。

 3社とも欠勤率の想定だけで、社会状況等に関する記述はない。

 3社とも発生段階や重要度に応じて｢第1次体制(警戒体制)｣｢第2次体制(非常体制)｣と2段階で体制が組まれる。

 3社とも発生期や体制(警戒体制/非常体制)に応じて感染対策がある。

 3社とも情報の収集や｢保健所｣｢行政機関｣等との連絡が記述されている。

 3社とも｢供給維持業務｣が継続業務である。
2社の継続業務の具体的内容も同じような業務となっている。

 3社とも人員確保策として｢複数班によるローテーション｣と｢自宅待機｣があげられている。

 3社ともBCPの記述量は少なめで、比較的シンプルに記述されている点も共通している。

 ｢空港機能施設事業｣の1社は、部門ごとに感染対策も含めて優先業務を記述している。

 ｢航空運送業｣の1社は、ホームページの｢新型インフルエンザ等対策業務計画｣であり、基本方針や概要を示す程
度にとどまり、ここには具体的な記述はない。ただし別途、業務計画についての詳細な社内マニュアルを整備
している。



Ⅱ-13．水運業(外航海運業/沿海海運業/内陸水運業/船舶賃渡業)
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Ⅱ-14．通信業(固定電気通信業/移動電気通信業)

｢固定電気通信業｣1社、｢移動電気通信業｣2社と少ないので、｢通信業｣としてまとめて記述する。
｢通信業｣3社のBCPの特徴と共通点は以下の通りである。

｢外航海運業｣｢沿海海運業｣｢内陸水運業｣｢船舶賃渡業｣の4小業種でも全部で3社と少ないため、ここで
は｢水運業｣としてまとめる。｢水運業｣としては3社中2社が共通のフォーマットのBCPを使用している。
この2社は特に関係があるわけでなく、監督省庁呈示のフォーマットを使用したため、同じフォー
マットとなったようである。｢水運業｣3社のBCPの特徴と共通点は以下の通り。

 ヒアリング調査からは、船の運航は必要人数が定められており、運行業務から人を減らすことができず、また
船員組合員でないと乗り組み出来ないため、他からの人材確保が困難であることは共通していると思われる。

 全体的にBCPの記述量は少ない。

 特に共通フォーマットのBCPは、どの項目においても方針や方向性を示す程度で、詳細の記述や具体的な記述は
非常に少ない。
この理由として、特に事業継続については地震等の災害用BCPに含まれており、新型インフルエンザ等に特化し
たBCPにはなっていないことが、ヒアリング調査で回答された。

 1社のBCPはグループとしての基本的考えを示すことを目的としているため、各項目について基本的方針を示す
程度にとどまり、具体的な記述はない。

 1社は継続業務の内容によって、勤務形態(出社/在宅)を定めている。

 全体的に記述量が少ない。



Ⅱ-15．鉄道業
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Ⅱ-16．電気業

｢電気業｣3社とも共通のフォーマットを使用しており、内容面でも共通性は高い。
｢電気業｣3社のBCPの特徴と共通点は以下の通りである。

｢鉄道業｣3社のBCPは内容的にかなり異なっており、共通性は低い。

 ｢鉄道業｣3社のBCPは内容的にかなり異なっており、以下の特徴がある。

 1社は記述量が多く、特に継続業務とその人員計画について詳細に記述されている。

 1社は簡単であるが、継続業務や感染対策等について記述されている。

 1社は、具体的な取り扱い等は別途｢新型インフルエンザ等対策に関する業務計画細則｣に定めるとなっており、
ここでは方向性の記述程度にとどまっている。

 3社とも共通のフォーマットで、内容面でも｢継続業務｣等の基本的な部分は共通性が高い。

 1社のBCPはグループ会社共通のものとなっている。



Ⅱ-17．一般貨物自動車運送業/郵便業
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Ⅱ-18．一般乗合旅客自動車運送業

｢一般乗合旅客自動車運送業｣2社のBCPの特徴と共通点は以下の通りである。

｢郵便業｣は1社しかないので、｢一般貨物自動車運送業｣2社とあわせて記述する。
｢一般貨物自動車運送業｣2社のBCPは共通性が高い。｢一般貨物自動車運送業｣2社と｢郵便業｣1社のBCP
の特徴と共通点は以下の通りである。

 2社は全体的にBCPの記述量が少なく、方針や考え方が中心で具体的な内容はあまり記述されていない。
継続業務についても同様で｢運送業務の確保｣｢緊急輸送の確保｣程度で、具体的な記述はない。

 もう1社は自社の被害想定や社会状況、発生段階別の感染対策、継続業務やその人員計画(応援体制)が、きちん
と記述されている。

 全体的にBCPの記述量は少ない。

 2社ともバスの運行(定期ダイヤ)は欠勤率で決まる。
ヒアリング調査では、その時の状況に応じて、減便ダイヤを作成するとのことである。

 継続業務が部署･業務ごとに詳細に記述されているところと、具体的な定義がないところに分かれている。

 教育･訓練についての記述がない。

 ヒアリング調査では、とにかく、業界の状況がよくないとのことである。人手不足や採算が取れない路線の減
便などで精いっぱいで、新型インフル対策は、経営課題の重要課題ではない。
国への要望としては、｢これ以上、やらなければならないことを増やさないでほしい｣｢負担の減少と事業者の裁
量可能の部分を増やしてほしい｣といったことがあげられた。



Ⅱ-19．放送業(公共放送業/民間放送業)
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Ⅱ-20．新聞業

｢新聞業｣2社とも自然災害(特に地震)に対するBCPに新型インフルエンザ等への対応を加えたもので、
新型インフルエンザ等に十分即しているとは言えない。
｢新聞業｣2社のBCPの特徴と共通点は以下の通りである。

｢公共放送業｣は１社しかないので、｢民間放送業｣4社とあわせて、｢放送業｣としてまとめて記述する。
｢放送業｣5社のBCPの特徴と共通点は以下の通りである。

 4社では継続業務に関する記述が多い点が共通している。
自主制作番組やCMに対する放送基準も記述されている。

 残り1社のBCPは記述量が少なく、どの項目も基本方針だけの記述にとどまる。

 2社とも地震等の災害用に新型インフルエンザ等への対応を加えたBCPである。

 特に1社は新型インフルエンザ等への対応は以下の記述しかない。

 緊急発行原則に従い本紙発行を重点とし業務を継続する。

 感染対応は総務本部の指示に従う。自己判断は厳禁。

 外部で発症した社員は感染防止のため出社を禁じる。

 社内で発症が確認された場合は指定場所に隔離する。

 総務本部･編集局･制作局を感染阻止区画とする。

 予防：①ワクチン配布の場合、指定場所にて接種を実施する。
②接種対象は、編集･制作･流通部門を優先とする。



Ⅱ-21．銀行業
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Ⅱ-22．中小企業等金融業

｢中小企業等金融業｣3金庫のBCPの共通性と特徴は以下の通りである。

｢銀行業｣3行のBCPの特徴は以下の通りである。

 ｢銀行業｣3行のBCPは、以下の特徴がある。

 1行では特定接種関連が記述されている。

 1行では地震等を含めた大規模災害BCPという枠組みの中で｢新型インフルエンザ等対策マニュアル｣として記
述されている。また、店舗の人員計画を含めた継続体制が記述されている。

 1行では社会状況も含めた被害想定や体制が記述され、ステージごとのアクションプランとして｢感染対策｣や
｢業務継続方針｣も記述されている。また、教育･訓練も具体的内容が記述されている。

 3金庫とも欠勤率等の具体的な被害想定(数字)といった項目としての記述はなく、対応策等の中で社会状況が記
述されている。

 3金庫とも体制図等の記載はないものの、対策本部を設置する計画としている。

 1金庫で新型インフルエンザ等発生時の重要業務・優先業務を定めるとともに、発生段階(欠勤率)に応じてATM
等サービス提供手段の継続レベルを規定している。



Ⅱ-23．農林水産金融業
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｢農林水産金融業｣3機関のうち2機関は自然災害(特に地震)に対するBCPに、｢新型インフルエンザ等｣
が加えられたものである。この2機関は一部、共通のフォーマットのBCPを使用している。
1機関は｢新型インフルエンザ等｣に対する専用のBCPとなっている。

 2機関のBCPは地震等災害用中心であり、新型イン
フルエンザ等にあまり即していない。

 2機関(信用農業協同組合連合会（信農連）と信用
漁業協同組合連合会（信漁連）)はバンク業務(JA
バンクとJFマリンバンク)では共通のフォーマット
を使用している。
信漁連では、他に｢事業継続計画｣｢新型インフル
エンザ対策事業継続計画実施要領｣がある。

 1機関は新型インフルエンザ等専用のBCPで、以下
のような工夫がされている。(具体例は右を参照)

 各ページの上部にそのページの内容等を表とし
てまとめてあり、ページごとに内容が一目でわ
かる。

 ページごとにタイトルが表記されており、わか
りやすい。

 業務ごとに継続･縮小等の対応が明確になって
いる。

 別添資料が豊富で実用的
(調達方法含む備品リスト/業務別の維持すべき
目標レベル/部署別フェーズ毎の行動基準/感染
予防策/業務継続状況報告/等)である。



Ⅱ-24．政府関係金融機関
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Ⅱ-25．河川管理・用水供給

｢政府関係金融機関｣3機関のうち2機関は共通のフォーマットを使用している。
残り1機関では、重要業務の継続に対する脅威として｢新型インフルエンザ等感染症のパンデミック｣
が入っているものの、内容的には自然災害(特に地震)に対するものがほとんどで、新型インフル
エンザ等に即していない。

 2機関は共通のフォーマットで、共通性は高い。その特徴は以下の通りである。

 感染対策は、平時･発生時別でなく｢感染防止策」として簡単にまとめられている。

 業務は｢優先｣｢縮小｣｢休止｣に分類されている。うち1機関では毒性により縮小や休止のタイミングが決まる。

 1機関は主に地震に対するもので、新型インフルエンザ等に即していない。

｢河川管理･用水供給｣2機関のBCPは内容的にかなり異なっており、共通性は低い。

 ｢河川管理･用水供給｣2機関のBCPは内容的にかなり異なっており、以下の特徴がある。

 1機関は、対策本部を設置するがBCPや対策本部が示すのは基本的方針で、継続業務の選定も含めた実際の対
応は基本的には各事業所レベルで決定し実施する。

 1機関は、対策本部等の体制の記述がなく通常の組織の中で対応すると思われる。継続業務や人員計画等は
BCPで各部署ごとに詳細に決めている。



Ⅱ-26．工業用水道業
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Ⅱ-27．下水道業(下水道処理施設維持管理業/下水道管路施設維持管理業)

3県とも｢工業用水道業｣に関するBCPでなく、県全体のBCPとなっている。 うち2県は共通のフォー
マットのBCPを使用していることもあり、共通性は高い。 ｢工業用水道業｣3県のBCPの特徴と共通点
は以下の通りである。

 3県とも｢政府行動計画｣を基に、県の被害想定を算出している。

 3県とも政府対策本部設置後、直ちに知事を本部長とした県対策本部が設置される。

 記述の仕方は異なるが、3県とも発生段階別に感染対策がある。

 2県は共通のフォーマットを使用しており、内容もほぼ同じである。

 共通フォーマットの2県では｢関係業者等との連携｣｢継続・縮小業務｣｢人員計画｣｢教育・訓練｣に関する具体的な
記述はない。

｢下水道処理施設維持管理業｣と｢下水道管路施設維持管理業｣は、対象となる自治体の担当部局が共通
のため｢下水道業｣としてまとめて記述する。｢下水道業｣3局のBCPの特徴と共通点は以下の通りであ
る。

 3局とも、所属地方公共団体での対策本部の一組織として、局の対策本部が設置される。

 2局が発生段階別に感染対策や継続業務等が記述されている。

 2局で業務継続のため業務別に必要人数が記述されており、人員確保の方法として｢委託業者との連携｣｢経験者の
リスト化｣があげられている。



Ⅱ-28．上水道業

Ⅱ-29．金融証券決済事業者

｢上水道業｣3局(団)のBCPは記述方法は異なるが、内容面では比較的共通性が高い。
｢上水道業｣3局(団)のBCPの特徴と共通点は以下の通りである。

 3局(団)とも｢政府行動計画｣を基に、職員の被害想定を算出している。

 3局(団)とも対策会議または対策本部が設置される。2局(団)では組織構成が記述されている。

 3局(団)とも発生段階別に感染対策がある。

 3局(団)とも委託業者との情報交換や業務継続のための連携が記述されている。そのうち2局(団)では委託業者等
の連絡先一覧表がある。

 2局(団)では業務をABCに3分類しており、それぞれに具体的業務内容と部署、必要人数を記述している。

 3局(団)とも、浄水場等の業務の経験者リストを作成し、要員の不足に備えている。

｢全国銀行資金決済ネットワーク｣｢金融決済システム｣｢金融商品取引等｣｢金融商品取引清算機関｣｢振
替機関｣は各1社(機関)のため、｢金融証券決済事業者｣としてまとめる。｢金融証券決済事業者｣は大き
く2つのグループ会社(機関)に分かれるが、各グループで以下のような特徴がある。
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 同じBCPを使用しているグループ会社(機関)では、子会社(機関)には対策本部は設置されず、親会社(機関)が設置
する対策本部に子会社(機関)の事務局長が参加する。このグループ会社(機関)では、継続業務の分類方法や具体
的な業務内容も記述されている。

 別々のBCPを使用しているグループ会社(機関)では、親会社(機関)と子会社(機関)にそれぞれ対策本部が設置され
るが、子会社(機関)は親会社(機関)の対策本部にも参加する。この子会社(機関)のBCPは主に地震等の自然災害用
であるが、新型インフルエンザ等対策に関する記述については、別紙(A3サイズ)の表裏に発生段階別対応が表形
式でまとめられている。この別紙は親会社(機関)と同様のものである。両社(機関)とも継続業務の分類方法や具
体的な業務内容の記述はない。

 もう1社(機関)は別々のBCPを使用しているグループ会社(機関)の関連会社(機関)だが、対策本部は独自に設置さ
れ、新型インフルエンザ等対策専用である。



Ⅱ-30．石油卸売業
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｢石油卸売業｣3社のBCPは内容的にかなり異なっており、共通性は低い。

 ｢石油卸売業｣3社のBCPは内容的にかなり異なっており、以下の特徴がある。

 1社は記述量はそれほど多くないが、新型インフルエンザ等に対するBCPであり、｢教育･訓練｣以外の項目につ
いては記述されている。

 1社は非常に文書数が多く、記述量も多いが、すべて地震に対するものである。この社にヒアリング調査を実
施したところ、新型インフルエンザ等BCPはなかったが簡単な｢新型インフルエンザ等対策に関する行動計画｣
があり、それに基づき対応するとのことである。

 1社は、業務継続チェックシートという表形式のものであり、各部門別のそれぞれの業務についてチェック、
記入するようになっている。

表頭：業務継続に関して｢人員数｣｢業務の重要性｣｢業務継続の基本的な考え方｣等

表側：各部門の詳細な業務一覧

※部門ごとに1枚のエクセルシートとなっている(詳細はBCP参考例を参照)

 ヒアリング調査では、この｢石油卸売業｣では新型インフルエンザ等対策は1企業でなく業界全体で対応するもの
で、実際に業界団体で｢新型インフルエンザ等対策ガイドライン｣を作成することになっているとのことである。
ただし実際に新型インフルエンザ等が発生していないこともあり、その活動は進んでいないようである。



Ⅱ-31．石油精製業

Ⅱ-32．熱供給業

｢石油精製業｣3社のBCPの特徴と共通点は以下の通りである。

 3社とも｢政府行動計画｣を基にしている。うち2社は社会状況についても記述している。

 3社とも対策本部が設置され、組織構成や責任者、役割分担も記述されている。
また3社とも平時から危機管理組織が設置されており、新型インフルエンザ等に関する情報収集等を実施してい
る。

 3社とも部門ごとに人員配置やその考え方が記述されており、2社では重要業務と一体化した表がある。
うち1社は｢業務継続チェックシート｣で前節の｢Ⅱ-30.石油卸売業｣のものと同様である。

｢熱供給業｣3社のBCPは共通のフォーマットを使用しており、内容面でも共通性は高い。
｢熱供給業｣3社のBCPの特徴と共通点は以下の通りである。
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 3社とも発生段階別の表形式である。

 3社ともA4サイズ1ページの非常に簡単なもので、内容的には不十分である。

 3社とも被害想定、継続業務、人員配置(必要人数等)、教育・訓練に関する具体的な記述はない。



Ⅱ-33．各種食料品小売業

Ⅱ-34．食料品スーパー

｢各種食料品小売業｣のうちJA2組合では、地震等の災害用BCPに新型インフルエンザ等に対する対応
を加えたものになっている。2組合の中でも新型インフルエンザ等に関する記述量には違いがみら
れ、1組合は感染対策だけしか記述されていない。もう1組合は感染対策以外に｢体制・組織｣｢継続事
業｣等も、新型インフルエンザ等に対する対応として記述されている。
残りのコープ1組合では、タイトルが｢新型インフルエンザ(等)対策書(基本編)｣であり、新型インフ
ルエンザ等に対する専用のBCPだが、内容的には不十分である。

 JA2組合は地震等の災害用BCPに新型インフルエンザ等対策を加えてあるが、新型インフルエンザ等に関する記
述は少なく、新型インフルエンザ等に即したものとなっていない。

 コープ1組合は新型インフルエンザ等専用BCPだが、継続業務に関する記述はない。

｢食料品スーパー｣3社のBCPは、内容面で共通性が高い。
｢食料品スーパー｣3社のBCPの特徴と共通点は以下の通りである。
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 3社とも対策本部の設置と組織図や責任者、役割分担が記述されている。

 3社とも発生段階別の感染対策がある。
特定接種や備蓄品、お客様の感染対策も3社であげられている。

 3社とも｢重要業務(継続業務)｣が部門ごとに具体的に記述されている。

 3社とも欠勤率に応じて売り場等の店舗営業体制(継続･縮小)が決まる。
2社では発生段階別の｢商品の展開(品揃え、売り場展開)｣がある。



Ⅱ-35．コンビニエンスストア/百貨店・総合スーパー

Ⅱ-36．パン・菓子製造業/冷凍食品製造業/めん類製造業

｢百貨店･総合スーパー｣｢コンビニエンスストア｣は各１社ずつと少ないため、ここではまとめて記述
する。2業種のBCPの特徴と共通点は以下の通りである。

 百貨店、コンビニエンスストアは、以下の点で共通性が高い。

 ｢店舗で感染者が出たときの対応｣や｢店舗の営業継続｣等、店舗に関する記述が多い。

 体制は被害や感染状況に応じて2段階(当初は委員会、後に対策本部)である。

｢パン･菓子製造業｣｢冷凍食品製造業｣｢めん類製造業｣の3業種6社中5社が同じグループ会社であり、基
本的に共通のフォーマットのBCPを使用しているため、共通性は高い。
3業種6社のBCPの特徴と共通点は以下の通りである。
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 同グループ会社5社のBCPは基本的に共通である。構成としては｢新型インフルエンザ等対策BCP規定(事業継続計
画書)｣｢新型インフルエンザ等感染予防対策マニュアル｣｢全体行動チェックリスト｣の3部となっている。

 もう1社のBCPは｢緊急事態対応一覧表｣(A4サイズ1枚)の1項目として｢新型インフルエンザ(パンデミック)｣がある
が、｢事前対応･予防対策｣｢対応手順｣が簡単に記述されているだけである。



Ⅱ-37．缶詰・農産保存食料品製造業

Ⅱ-38．精穀･製粉業

｢缶詰･農産保存食料品製造業｣2社のBCPは記述量が少ない点では共通しているが、内容的にかなり異
なっている。

 ｢缶詰･農産保存食料品製造業｣2社のBCPは内容的にはかなり異なっており、以下の特徴がある。

 1社は前節の｢パン･菓子製造業｣｢冷凍食品製造業｣｢めん類製造業｣の5社と同じグループ会社であり、基本的に
共通のフォーマットのBCPだが、｢新型インフルエンザ等対策BCP規定(事業継続計画書)｣だけで｢新型インフル
エンザ等感染予防対策マニュアル｣｢全体行動チェックリスト｣がない。

 もう1社のBCPは地震等の災害に備えたBCPの後ろに｢緊急時における対応(新型インフルエンザ編)｣を加えたも
のであり、新型インフルエンザ等BCPとしては、簡単なものとなっている。

｢精穀･製粉業｣3社中2社は、レイアウト(A4横サイズ)や内容面でも共通性が高い。
｢精穀･製粉業｣3社のBCPの特徴と共通点は以下の通りである。

24

 2社の内容面で共通性が高いのは｢発生段階別の感染対策｣や｢継続業務、人員確保の表構成｣である。

 被害想定は3社ともない。



Ⅱ-39．レトルト食品製造業

Ⅱ-40．食料・飲料卸売業

｢レトルト食品製造業｣3社のBCPは、新型インフルエンザ等に十分即しているとは言えない。

 2社は元々が地震等の災害用BCPであり、それに新型インフルエンザ等を加えたと思われるが、新型インフル
エンザ等に対する記述は非常に少ない。
特にこのうち1社は｢体制｣｢感染対策｣｢重要業務｣の記述もなく、内容的にもかなり不十分である。

 1社は新型インフルエンザ用だがBCPチェックリストという表題で、BCPそのものではない。

｢食料･飲料卸売業｣3社のBCPは内容的にかなり異なっており、共通性は低い。
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 3社のBCPは内容的にかなり異なっており、以下の特徴がある。

 1社は地震等との兼用BCPで、新型インフルエンザ等に即していない。

 1社は全体で5ページと記述量が少なく、被害想定と感染対策が中心となっている。

 もう1社は新型インフルエンザ等専用のBCPであり、発生段階別の感染対策や部署別の重要業務やその人員計
画が、比較的詳細に記述されている。



Ⅱ-41．卸売市場関係者

Ⅱ-42．燃料小売業(LPガス、ガソリンスタンド)

｢卸売市場関係者｣2社とも新型インフルエンザ等については記述量が少なく、新型インフルエンザ等
に即していない。

 2社の特徴は以下の通り。

 1社は｢緊急事態(地震の発生等)｣BCPで、地震等の災害用であり、新型インフルエンザ等については、記述さ
れていない。

 もう1社のBCPは｢事業継続計画書(新型インフルエンザ対応)｣だが記述量は少なく、新型インフルエンザ等に
十分即しているとは言えない。

｢燃料小売業｣の3社中2社が共通のフォーマットのBCPを使用していることもあり、3社の共通性は高
い。｢燃料小売業｣3社のBCPの特徴と共通点は以下の通りである。
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 全体的にBCPの記述量は少ない。

 共通フォーマットのBCPにおいては、感染対策と連絡先リストが中心になっており、他の項目については、ほ
とんど記述がない。



Ⅱ-43．火葬・墓地管理業

Ⅱ-44．産業廃棄物処理業

｢火葬･墓地管理業｣は市の業務の中の1つであり、他に市としての全体的なBCPがあるようで、この
｢新型インフルエンザ等対策BCP｣では全体的に記述量が少ない。
｢火葬･墓地管理業｣3斎場のBCPの特徴と共通点は以下の通りである。

 全体的に記述量が少なく、簡単なBCPとなっている。

 特に1斎場では、市の担当者と実際の業務実施会社の連絡先、特定接種の予定者、接種場所が、内容のほとんど
である。

｢産業廃棄物処理業｣の3社中2社では比較的詳細に記述されており、内容面で共通性が高い。
｢産業廃棄物処理業｣3社のBCPの特徴と共通点は以下の通りである。
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 2社は比較的詳細に記述されている。特に継続業務については、部署ごとや業務ごとに詳細に記述されており、
業務ごとの必要人数も記述されている。うち1社では補充対応先やその考え方まで記述されている。

 1社は全体的に比較的簡単に記述されており、継続業務は例をあげるだけで、感染対策も基本的なものにとど
まっている。



Ⅲ．新型インフルエンザ等に関するBCP参考例
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 141事業者のBCPには新型インフルエンザ等に対する専用のBCPと地震等の災害用との兼用のBCP
があるが、以下の点から新型インフルエンザ等専用の方が望ましい。

新型インフルエンザ等は地震等と異なり｢物への影響｣はなく｢人への影響｣だけにとどまるため、
重要業務自体は同じとしても、人員の配置や確保方法、関係業者との連携等の対応が地震等災
害とは異なってくる。

感染対策等が新たに必要である。

次ページ以降で141事業者のBCPの中から今回の①～⑦の項目別に、わかりやすいもの、よいと
思われるものを参考例としてあげる。



Ⅲ．新型インフルエンザ等に関するBCP参考例

29

①新型インフルエンザ等発生時に自分たちの業務に影響を及ぼす他事業者サービスや社会状況

最低限、｢政府行動計画｣の最大欠勤率40%の場合を想定している。

新型インフルエンザ等発生時の社会状況(インフラや交通機関等)を想定し、経営面も含めた自社(調達先、外部委託先
含む)への影響を想定している。

｢医薬品製造業｣の例：政府想定に基づき、社会状況と自社への影響を想定している



Ⅲ．新型インフルエンザ等に関するBCP参考例
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①新型インフルエンザ等発生時に自分たちの業務に影響を及ぼす他事業者サービスや社会状況

｢パン･菓子製造業｣｢冷凍食品製造業｣｢めん類製造業｣の3業種の中の同グループ会社の例：
インフラへの影響と自社への影響が想定され、対策が必要かどうか示している



Ⅲ．新型インフルエンザ等に関するBCP参考例
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②新型インフルエンザ等対策の体制

組織図、組織構成、役割分担、責任者や代行者が記述され、設置時期もわかる。

｢銀行業｣の例：組織図や設置時期等だけでなく、感染対策も含めた運営方法がある

運営方法
・意思決定者の感染に備え、複数の順位を指定した代行者を指名する
・対策本部員の感染を防ぐため、以下の要領で対策本部業務を実施する
・極力、部屋を分散する
・テレビ、電話会議等を使用し、極力、会議を減らす
・メール、ファックス等を活用し情報を伝達する
・対策本部員は、その他行員と勤務区画、移動ルート、使用時間帯の区分も検討する
※責任者や代行者、役割分担等は別途記述あり



Ⅲ．新型インフルエンザ等に関するBCP参考例
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③平時及び発生時における感染対策

発生段階別になっている。(感染対策だけでなく、業務継続対策等も含めて記述されていることが多い)

職場の対応がある。(清掃や会議等のルール/検温等のルール)

感染者・感染疑い者への対応がある。(店舗等の場合、お客さまへの対応も含む)

個人での対応(手洗い、うがい、咳エチケット等)がわかりやすい。

｢上水道業｣の例：本文中だけでなく、参考資料として発生段階別に感染対策と業務継続対策が一覧表となっているため、
わかりやすい



Ⅲ．新型インフルエンザ等に関するBCP参考例
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③平時及び発生時における感染対策

｢救護施設｣の例： 発生段階別に、｢1.対応主体
(誰が)｣と｢2.対応事項｣があり、 ｢2.対応事項｣の
中に感染対策と業務継続対策が記述されている



Ⅲ．新型インフルエンザ等に関するBCP参考例
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③平時及び発生時における感染対策

｢救護施設｣の例：職場の対応



Ⅲ．新型インフルエンザ等に関するBCP参考例
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③平時及び発生時における感染対策

｢救護施設｣の例：感染者・感染疑い者への対応



Ⅲ．新型インフルエンザ等に関するBCP参考例
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③平時及び発生時における感染対策

｢食料品スーパー｣の例：お客さまへの対応



Ⅲ．新型インフルエンザ等に関するBCP参考例
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③平時及び発生時における感染対策

｢石油精製業｣の例：個人の対応(｢社員用：新型インフルエンザ等予防・対策ガイド｣として別冊)



Ⅲ．新型インフルエンザ等に関するBCP参考例
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③平時及び発生時における感染対策

｢石油精製業｣の例：個人の対応(｢社員用：
新型インフルエンザ等予防・対策ガイド｣と
して別冊)



Ⅲ．新型インフルエンザ等に関するBCP参考例
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④関係事業者等との連携

業務継続のための連携先や依頼
内容も明確である。
(事前の打合せや業務継続の
取り決めがある)

連絡先リストがある。

｢食料品スーパー｣の例：取引先や業務
委託先等との連携内容が明確



Ⅲ．新型インフルエンザ等に関するBCP参考例
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④関係事業者等との連携

｢上水道業｣の例：連絡先リストと委託業者への協力依頼文



⑤新型インフルエンザ等発生時における継続・縮小業務及びその内容

継続業務、縮小業務、休止業務等の業務内容が具体的である。

継続業務に、新型インフルエンザ等発生に伴い新たに発生する業務を含んでいる。

メーカーの場合は重要製品、店舗の場合は店舗や売り場の営業方針が明確である。

｢上水道業｣の例：新たに発生する業務も含めて、業務内容が明確

Ⅲ．新型インフルエンザ等に関するBCP参考例
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⑤新型インフルエンザ等発生時における継続・縮小業務及びその内容

｢農林水産金融業｣の例：全業務が継続区分や維持目標等の一覧表になっている(一部抜粋)

｢石油卸売業｣の例：人員計画等も一体となっている｢業務継続チェックシート｣(一部を抜粋)

Ⅲ．新型インフルエンザ等に関するBCP参考例
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当社直接雇
用者合計

当社直接雇
用者以外合

計
グループ計

当社直接雇
用者合計

当社直接雇
用者以外合

計
グループ計

当社直接雇用者合
計

当社直接雇用者以
外合計

1.0 0.9 1.9 0.0 0.0 0.0 0.6 0.5

Ｇ．業務遂
行に必要
な権限者・
資格者

Ｈ．在宅勤
務の実行

可否

全般

●●関連調査、情報収
集（業界情報を含む）、
管理分析および社内展
開、報告

0.1 0.1 × × × 関係先の連絡先情報更新

全般
所管予算の編成・実績
管理

0.2 0.2 × × × ×：対象外

■対策の選択肢■
①残業、休日出勤等のシフト見直し
②自グループ内重要業務以外の業務
従事者をシフト

③他グループへの応援依頼※

④業務マニュアルの整備
⑤必要資格保有者の増強
⑥原料・製品・部品の在庫積増し
⑦代替調達先・代替委託先の確保
⑧その他
※他部署も同程度の欠勤率であるこ
とを前提

左記①～⑦について補足事
項があれば記入

左記で「⑧その他」を記入した
場合、具体的な対策内容を記
入

当社
直接

雇用者
（名）

当社
直接
雇用者
以外
（名）

各業務
合計
人数
（名）

×：対象外

役職
または
資格名

○：可
×：否

課題となり
うる資源の

有無

課題となり
うる資源の
名称（当社
の重要業務
継続に不可
欠なグルー
プ会社があ
れば記入）

左記の資源
が利用でき
ない場合の
対処方針

特に、部・室・店内に
て感染が拡大した際
に、どのように業務を
継続させるのか基本
的な考え方を具体的

に記入

Ｉ．業務継続に必要なその他の
資源（情報システム・業務委託
など社外から提供されている

サービスほか）

Ｊ．感染が拡大し
た際の業務継続
の基本的な考え

方

Ｋ．必要な事前対策

大分類 小分類

社会機能
維持に必
要な製品
の供給に
直接係わ
る業務

法令等に
より実施
が義務付
けられて
いる業務

その他流
行のピー
ク期間で
あっても
継続が不
可欠な業

務

◎：対象
×：対象外

Ｂ．通常時の人員数
Ｅ．重要業務継続に最
低限必要な人員数

Ｆ．流行のピーク時に重
要業務を継続する際のグ
ループとしての過不足人
員数（（Ｂ×６０％）－Ｅ）

※本シートはあくまで「記載例」であり、実際の業務に関する継続・中
断方針を記載したものではありません。

A．業務の分類 Ｂ．通常時の人員数 Ｃ．業務の重要性
Ｄ．業務継続のため
の対策検討対象or

対象外



⑤新型インフルエンザ等発生時における継続・縮小業務及びその内容

｢冷凍食品製造業｣の例：重要製品と重要製品供給の ｢食料品スーパー｣の例：店舗/売り場の営業体制
ための重要業務が記述されている

Ⅲ．新型インフルエンザ等に関するBCP参考例
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⑤新型インフルエンザ等発生時における継続・縮小業務及びその内容

｢医薬品製造販売業｣の例：全業務が業務分類され、継続の方針、出勤体制等の一覧表になっている(一部抜粋)

｢医薬品製造販売業｣の例：別表として、同じ業務で人員計画(人数、対策等)の表もある(一部抜粋、人数等は非公表)

Ⅲ．新型インフルエンザ等に関するBCP参考例
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⑥新型インフルエンザ等の発生段階に応じた人員計画

業務遂行のための必要人数等が算出されている。

人員確保策(応援体制/要員リスト/自宅勤務/等)が明確である。特に技術や資格が必要な業務の確保策として要員リ
ストは有効と思われる。

※前述の｢業務継続チェックシート｣や｢医薬品卸売販売業の例｣も人数や対策等の欄があり、参考例となる。

｢精穀・製粉業｣の例：業務別必要人数、欠勤者数、人員確保手段等が一覧表になっている



３ 運転管理要員の確保

職員部長は海外発生期に職員再配置のための検討資料（水再生センター運

転管理係及びポンプ所の経験職員名簿（再任用・非常勤職員を含む。）以下

「経験者名簿」という。）を作成する。

各部(所)長は、職員部長が作成した検討資料を基に所管施設の応援要員を

リストアップし、その出勤状況に応じて必要な運転管理要員を確保する。

なお、職員部長は運転管理要員の確保に伴い必要な兼務発令等を行う。

○出勤状況に応じた運転要員の確保は次のとおりに行う。

⑥新型インフルエンザ等の発生段階に応じた人員計画

｢下水道処理施設維持管理業/下水道管路施設維持管理業｣ ｢廃棄物処理業｣の例：必要人数(現行人数)や補充先が記載
の例：運転要員(技能者)の確保(要員リスト)

Ⅲ．新型インフルエンザ等に関するBCP参考例
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⑦従業員に対する教育・訓練

具体的な教育・訓練としては以下のものがあげられた。定期的に実施することが望まれる。

 新型インフルエンザの基礎知識/感染対策(個人･職場)の教育：外部講師やe-ラーニング

 BCP机上/意思決定訓練：在宅勤務/電話会議システム

 全体訓練：対策本部設置から継続業務遂行までの流れを確認する訓練

 安否確認訓練：罹患状況/出社可否状況報告

 職場や店舗での感染者対応訓練：防護服･マスク着用/幇助/搬送の仕方/消毒作業等

 クロストレーニング
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